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狛江市が所有する道路拡張用に確保された土地や旧水路などで、単に空

き地となっている土地から世田谷区がやっているように市の収入を増やす

努力をすべきである。個人が10年以上狛江市に無許可で狛江市の土地に植

栽、物置などを置き使用していると、この個人に所有権が発生する可能性

があるので狛江市として違法な植栽、物置などを撤去するように通知すべ

きである。この件についてここ数年で２、３度市長への手紙を出し返事を

待っていたが、一度も返事がなかったので陳情することとした。

市の職員が足りないというのであれば、第三者機関としてスタートアッ

プ企業に委託すべきである。


